
  

二   雇用,失業
(一)   雇用の推移

一 終戦以來増加を続けてきた常用雇用量は,本年に入つて滅少傾向に転じ,季節的な新規卒業生の入職期である四
月を除けば,この傾向は一般的に持続された。

すなわち,昭和二二年平均を一〇〇とする毎月勤労統計の雇用指数によつてこれをみると,各種統制の綬和の影響
をうけた商業部門の増加(年間四・六%増)を除いては各産業とも常用雇用量の減少があり,それは特に石炭鉱業
(同一二・七%減),機械器具工業(同一四・八%減)並びに製材木製品工業(同一五・三%減)の滅少に強くあらわれ
ている。

二 前年末以来の九原則・ドツジラインを基調とする均衡財政政策によつて,各企業はインフレに便乗した放慢な
経営を一擲して企業合理化の方向に進んだが,その対策の第一段階は一應人員整理に求めざるを得なかつた。い
ま,労働省職業安定局調査による企業整備状況を示せば,二-一二月間に約四十四万人の常用労働者が整理されてい
るが,これによれば,企業整備は五月以後急激に増加して七月に最高に達し,以後漸減の傾向を示している。七月の
ピークについては國鉄・郵政・電通等の政府関係官庁の行政整理が強く影響している。

第三表 企業整備実施状況

三 次ぎに雇用の減少傾向を産業別にみると,常用雇用量減少傾向の相対的に著しかつた産業は機械器具工業及び
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製材木製品工業である。機械器具工業(一月から一二月までの増減率(一)一四・八%)は前年秋から一部に生産過
剰をおこしていたが,更に二四年度の均衡予算による鉄道車輛,電気通信器具等の官需が激減して人員整理を促進
したものと考えられる。次に製材木製品工業(同じく(一)一五・三%)は戦後濫立した中小製材所が有効需要の減
退によつて整理過程に入つたもので,雇用指数に現われたところでは二二年の半分にまで低下している。これら
についで石炭鉱業((一)一二・七%)があり,これについては,上述の二の賭條件のほかに坑内外労務者比率の適正化
に件う雇入引諦めにその原因が求められる。

四 次に平均的な年間の減少率((一)九・七%)と同程度のものは,運輸通信業((一)九・七%),紡織工業(一九・三%)窯
業土石業(一八・六%),印刷製本業((一)八・一%)があり,運輸通信業は行政整理による國鉄・郵政・電通等の人員
減少であり,窯業,紡織工業は輸出産業部門の不振,印刷製本業は刊行物の売行不振を反映するものと考えられる。

五 また,平均より減少率の少いものには金属工業((一)二・一%),化学工業((一)三・〇%),ガス・電気・水道業((一)
三・五%),金属鉱業((一)六・七%)があり,このうち金属,化学工業は輸出,建設資材用,肥料等の面からする有効需要
の大なることに基ずき,かつ,原資材料の入手が比較的順調である結果であり,またガス・電気・水道業はもともと
需要の点において有利であるばかりでなく,ガスにおける石炭増配,電気の水害補修等による雇用増加を反映して
いるものと考えられる。

六 これに反して,雇用の増加した部門は商業=含金融業((十)四・六%),石油鉱業((十)一・七%)及び食料品工業((十)
一・〇%)等の小範囲に止つている。商業における雇用の増加傾向は各種統制の撤廃,金融業の好況,サービス競争
の激化による販売部門の拡充に起因するものと考えられる。

七 なお,右に見たところは毎月勤労統計によるものであつて,一〇〇人以下の規模の事業所が充分代表されていな
いことに注意しなければならない。そこで雇用状態調査によつて二〇〇人以上の規模の事業所と一九九-五〇人
の事業所とに分けて上述の減少傾向をみると,一九九-五〇人の規模における常用雇用量の減少は相対的に著るし
く,その率は二〇〇人以上の規模における減少率に比して一月,七月を除いて,○・三%から一・五%も高く現われ,
年平均では二倍以上の減少率を示している。四月には両規模共に雇用量を増加したが,その増加の割合も二〇〇
人以上の○・六二%に対して一九九-五〇人では○・三%にすぎない。

第四表 産業別雇用指数の推移
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八 右の事実は大企業では採算割れ工場の切すて,配置轉換ないしは一部従業員の整理によつて企業合理化が行わ
れたのに対して,中小企業では相当数が休廃業となる傾向があり,これが全体としてみた場合,大企業に較べて,雇用
減少の度合を強めているものと考えられる。

第五表 規模別雇用増減率の推移
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二   雇用,失業
(二)   失業人口の推移

九 上述せる如き近代産業分野における雇用労働力吸牧能力の減退は,一般的な生産年齢人口の依然たる増
加と相俟つて,完全失業者を増加せしめた。

一〇 すなわち,まず労働力調査による失業者数の推移をみると,これは一週間のうち一時間も收人の伴う仕
事をしなかつたという條件が基本となつている失業者であるが,かかる嚴密な意味のものでも,二三年平均
の一九万人に対し二四年では約三八万人に昇り,前年の二倍となつている。

二四年五月に行われた失業の定義の変更(二四年四月以前においては就業希望時間が二五時間以上の者の
みを失業者とした)を考慮に入れてもこれは相当の増加といわねばならない。

第六表 失業者数の推移

昭和24年 労働経済の分析



一一 一方失業保險金の給付をうけている,いわゆる登録失業者数の動きを失業保險統計によつてみても(全
体的な傾向を示すものとはいえないが),本年一一月で三二万二千であつて前年一一月の約一二倍という著
しい増加をみせている。

第七表 登録失業者数の推移
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一二 上のような労働力調査の失業者数や,いわゆる登録失業者数の推移はいづれもはげしい失業の増加を
示してはいるが,しかし,その総数は労働力総数との対比,すなわち失業率でみれば,年平均でわずかに約
一%にすぎず,賃金労働者数に対する比率をみても約三%であつて,この程度の失業数はいわゆる摩擦失業
の程度であると見做さるべきであろう。
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二   雇用,失業
(三)   労働市場の動向

一三 次に,公共職業安定所の窓口にあらわれた労働市場の動向をみれば,上述のような雇用の減少と失業の増大を
反映してその悪化傾向が次第に顯著になつてきている。すなわち,求職者は逐月増大するに反し,求人数は季節的
な新規労働力に対する採用期である四月を除けば逆に減少の一途を辿り,求職数に対する就職数の比率はその求職
條件の引き下げにも拘わらず次第に減少した。

第八表 就住職率の推移

一四 まず,常用労働者についてみると,新規求職者は本年五月の三一四,三四九人に対し,一一月は二七三,八三〇人
と減少を示しているが,再来求職者は,本年一月二二四,六五三人が一二月の一,六八七,〇一一人まで累月急激な増加
(一二月は前年同月の一〇・五倍)を示した。これに反し一方求人数は一月の四九一,八二七人から一二月の一七〇,
七七一人と四,五月以外は大体減少の傾向(一二月において前年同月の四〇%)を続け,安定所の求人開拓運動の実施
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にも拘わらず両者の逆行的な傾向は次第に強化されている。ことに,その再来求職者において(その大部分が失業
保険受給資格者であることを考慮に入れても)深刻な労働市場状況の悪化がうかゞわれる。

一五 また,これを臨時及び日雇についてみても同様な逆行傾向がみられ,その就職数もまた前年平均よりは若干減
少を示している。右のほか,さらに全体として求人の條件が厳格化され,或いはその範囲が限定される傾向にあ
る。たとえば,公共職業安定所の報告によれば,最近特に選抜紹介を依頼し,また,適性険査の結果をその採用條件と
するものがあらわれつゝあるという。また求人内容も年少労働者の見習工や,女中の求人が増加しており,一般的
就職難の傾向は看過することができない状態になつているといわれる。

一六 以上のような労働市場悪化の様相は,労働省の被解雇者実態調査による離職後の就職状況及びその再就職後
の賃金の実状においてもこれを明かにすることができる。すなわち,非常に部分的な調査ではあるが,労働統計調
査部が行つた特別調査によれば,1)被解雇者は離職六ヶ月を経過してもなお,その六一・八%が失業状態にあり,2)
再就職者の就職後の賃金をみても,それが前職のそれより多いもの一七四名中七二名,減少したもの一〇二名であ
り,しかも,3)貸金の増加したものの大半が世帯員で,年令の若いものに限られている。

第九表 失業者の実態調査

(A)離職後の就職状況

(B)再就職者月收比較
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二   雇用,失業
(四)   潜在失業の間題

一七 戦後における約六五〇万人に上る海外引揚及び復員並びに年間一五〇万人を超える人口の自然増加は,い
わゆる人口問題としてわが國が現在直面する困難な問題の一つであるが,この過剰人口は直接的に雇用に対す
る重圧となつている。これらの過剰人口は,すでに農村において戦前をこえる就業人口の増加となつてあらわ
れており國勢調査によれば昭和五年農業就業者約一,三九三万人,昭和一五年約一,四〇二万人,昭和二二年約一,
六六二万人),また,都市においては,インフレーション経済の下において,諸企業における放慢な雇用,あるいは,
いわゆる闇経済における寄生的人口として,辛うじてその破綻を示さずに前年に至つたのである。

一八 しかるに本年においては,すでに屡々述べた如く,強力な経済安定政策の実施によつて,

(1)企業整備により離職した雇用労働者 

(2)休廃止した中小企業における業主,家族従業者 

(3)インフレの収束過程で主として流通部門から排除された中間業者 

(4)生産年齢人口の増加分 

(5)家計の困難に伴う非労働力人口の労働力化 

等により,新たなる労働力の過剰部分の生じたことが推定される。

一九 これを実際の数字についてみれば,生産年齢人口及び労働力人口については第十表のごとくであつて,特
に非労働力の労働力化が顕著にあらわれている。すなわち,二四年平均の労働力人口は三,六八四万人で,二三
年平均の三,五一五万人に対し,約一七〇万人の増加となつており,この中生産年齢人口の増加分は一〇七万人
で,これを差引いた残りの六二万人が非労働力人口の労働力化で,二三年の非労働力の減少が二五万人であつた
のに比較して著るしい増加である。

二〇 また産業別就業者数の変動は,第一一表の如くであつて,二四年平均の就業者数をみると,三,六四六万人で,
前年平均に比較して一五四万人増加しているが,これは,鉱工業・公務及び団体・運輸通信業等で約九〇万人減
少しているのに対し,農林業一七六万人,水産業九万人,製造兼小売業五二万人,自由業八万人とそれぞれ増加し
ていることによる。

また,従業上の地位別にみれば増加した就業者の主位を占めるものが家族従業者と業主であり,常用雇用者の増
加が非常に少いことが明白にあらわれている。

第一○表 男女別,市部郡部労働力人口の推移
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二一 また生産年齢人口及び労働力人口について市部郡部に分けて観察すれば,次の二点が指摘される。

(1) 一般にいわれている市部における過剰労働力の帰農という形はあまり認められない。 

(2)郡部における過剰労働力は大体農林業に吸収されている。 

第一一表 男女別産業別就業者の推移
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第一二表 産業別從業上の地位別就業者数

第十三表 被解雇者の就業状態
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二二 (1)については郡部人口殊に一五歳以上の人口が本年に入つて殆んど増加していないことから指摘でき
る。すなわち,郡部の一五歳以上人口は,前年平均三,五三〇万人に対し,本年平均三,五四三万人で僅か一三万人
の増加で市部の九四万人増に対し著しく少い。また部分的な調査ではあるが,労働省の被解雇者実態調査によ
つても帰農者が僅かに二・四%であることも,一つの参考となろう。

第一四表 市部,郡部,從業上の地位別,非農林業就業者

昭和24年 労働経済の分析



二三 次に(2)についていえば,郡部の農林業就業者は二四年九月で一,六二九万人となり,前年同期より一二二万
人激増しているが,それは大体郡部における非農林業からの流入並びに非労働力の労働力化によつてもたらさ
れたものとみられる。すなわち,郡部の非農林業就業者は,二四年九月に九一一万人で前年同期に比して五二万
人を減少しており,市部の同じく四八万人増加しているのと全く逆の現象を示している。また,郡部の非労働力
は二四年平均九六八万人で前年平均一,〇六五万人から九七万人の激減となつている。

二四 しかして,非農林業就業者の農林部門への流入は,かれらの大部分が農村居住者である関係からそのまゝ
農林業へ吸收されていつたものとみられるが,こゝに注目されるのは,郡部における非労働力の労働力化傾向で
あり,かつ,その大部分が女子であるという事実である。

二五 以上の分析によつて次のことが推測される。

本年においては,相当多量の過剰労働力が排出し,従つて失業者の増加が危惧されていたが,既述の如く完全失
業者数の増加は軽微であつて,これらの労働力の大部分は,大体,農林業・製造兼小売業及び自由業等に主とし
て業主・家族従業者として吸收され,或いは臨時日雇となつている。しかも,市部の過剰労働力は必ずしも郡部
へ流入せず,市部において製造兼小売業・商業・自由業の中に吸收されており,農村においては,農村自身にお
ける非労働力の労働力化が顯著にあらわれている。

二六 一体,わが國における完全失業者数が少数に止つている理由は,

(1)戰後賃金労働者は激しいインフレーションによつて極端に困難な家計状態にあり,従つて,離職後長期
間にわたつて無收入状態にあることは不可能であり,その生計を維持するためには,收入額その他あらゆ
る條件を犠牲にして何らかの收人活動を行わなければならない。 

(2)いまなお,家族制度は社会的に根強いものがあり,縁故関係に対する寄食が行われている。 

(3)従来わが國においては,賃金労働者は離職後零細な商工業の自営業者(製造兼小売業の如き)に轉化す
る傾向を有していたが,本年度における経済統制の大巾な撤廃は,そのような転職をたまたま促進した。 

等であるといわれているが,右のような産業別及び従業上の地位別就業者数の移動は,このような推定を充分裏
付けるものであろう。

二七 われわれは現在,自営業者を含む所得分布の最近の資料を有しないために,これらの離職がどの程度の收
人の低下,生活水準の低下等の犠牲によつて行われたかは明らかにしえない。しかし,或る程度これらの犠牲が
拂われたであろうことは,一般的な経済状勢から充分推測されるところであつて,これはいわゆる潜在失業の問
題として今後その重大化が予想されるものである。

二八 一方,農村における女子を主とする非労働力の労働力化は,戦後農村におけるインフレーションの收束,特
に最近における農作物債格の下落及び税負担の増加による農村の不況を反映したものと推定される。すなわ
ち,農村においてはすでに相当の労働力過剰がみとめられるにも拘らず,より大なる労働力の投下によつて農業
生産における賃金部分をあえて犠牲にしつゝ,その絶対生産量を増加しようとしていると考えられるからであ
る。

結局,農村においても就業者数の増大は,その窮乏化のあらわれともみられるのであつて,こゝに將來に対する
重大な問題をはらんでいるのである。
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